
平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日
提
出

質

問

第

一

五

三

号

Ｃ
Ｓ
放
送
に
お
け
る
「
政
治
的
公
平
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

井

坂

信

彦
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Ｃ
Ｓ
放
送
に
お
け
る
「
政
治
的
公
平
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
の
放
送
局
は
、
放
送
法
第
四
条
で
政
治
的
に
公
平
な
番
組
編
集
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
放
送
法
が
制
定
さ
れ
た
一

九
五
〇
年
当
時
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
し
か
な
か
っ
た
テ
レ
ビ
放
送
は
、
多
メ
デ
ィ
ア
多
チ
ャ
ン
ネ
ル
時
代
を
迎
え
、
現
在
で
は
衛
星
放

送
を
含
め
る
と
相
当
数
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
視
聴
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
社
会
的
影
響
力
や
電
波
の
希
少
性
が
根
拠
と
さ
れ
る
放

送
法
の
「
政
治
的
公
平
」
原
則
が
Ｃ
Ｓ
放
送
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
議
論
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
七
年
三
月

二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
高
市
総
務
大
臣
は
放
送
法
の
政
治
的
公
平
に
つ
い
て
「
民
放
で
あ
れ
、
そ
し
て
ま
た
Ｃ
Ｓ
で
あ

れ
同
じ
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
現
在
、
Ｃ
Ｓ
放
送
は
多
種
多
様
な
番
組
を
視
聴
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
Ｃ
Ｓ
放
送
の

「
政
治
的
公
平
」
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

Ｃ
Ｓ
放
送
で
は
、
中
国
の
国
営
放
送
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｖ
を
視
聴
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
放
送
法
の
「
政
治
的
公

平
」
か
ら
鑑
み
て
、
「
政
治
的
公
平
」
な
番
組
と
の
見
解
か
。

二

高
市
総
務
大
臣
は
三
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
答
弁
で
放
送
法
に
お
け
る
政
治
的
公
平
に
関
し
、
そ
の
根
拠
の
一

つ
と
し
て
、
「
不
特
定
多
数
に
対
し
て
、
紙
媒
体
以
上
に
同
時
に
安
価
に
情
報
提
供
と
い
う
の
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
こ

れ
は
物
理
的
な
特
性
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
Ｃ
Ｓ
放
送
は
月
額
数
千
円
支
払
っ
て
視
聴
す
る
仕
組
み
に
な
っ

一



て
お
り
、
「
紙
媒
体
以
上
に
同
時
に
安
価
に
情
報
提
供
と
い
う
の
が
可
能
」
と
い
う
根
拠
は
、
Ｃ
Ｓ
放
送
に
は
当
て
は
ま
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


